
   集団フッ化物洗口 事業実施要綱  

（総則）  

第１条  集団フッ化物洗口事業（以下「事業」という。）の実施について

は、この要綱の定めるところによる。  

（対象者）  

第 ２ 条  事 業 の 対 象 者 は 、 事 業 へ の 参 加 を 希 望 し た 市 内 の 幼 稚 園 、 保 育  

 園、認定こども園（以下「園」という） に在園する４歳児・５歳児クラ  

スの園児のうち、当該園児の保護者が希望し た者とする。  

（実施機関）  

第３条  事業は、一般社団法人 横須賀市歯科医師会 （以下「歯科医師会」

という。） に委託して 実施する。  

２  前項の規定により委託を受けた歯科医師会が、委託契約の解除を希望  

 するときは、解除を希望する 日の属する年の前々年の４月末日までに市  

 長に申し出るものとする。  

（委託業務）  

第４条  前条第１項の規定により委託を受けた歯科医師会 は、次 の業務を  

行うものと する。  

(１ ) 集団フッ化物洗口を希望した全 ての園に対し、指示書を 発する。  

(２ ) 事業を実施する園（以下「実施園」という。） に対し、 集団フッ化

物洗口に必要な薬剤及び器材等を提供する。  

 (３ )  実 施 園 に 対 し 、 集 団 フ ッ 化 物 洗 口 に 関 す る 保 健 指 導 及 び 相 談 を 行  

う。  

（実施方法）  

第５条  事業は、実施園において、集団的、継続的かつ計画的に行うもの

とする。  

２  集団フッ化物洗口に関する保健指導 は、別に定める ところにより 、歯

科医師会が 行う。  

（委託料等 ）  

第６条  市長は、歯科医師会に対し、 実施園数及び実施 人数に応じた 委託  

料を支払うものとする。  

２  歯科医師会は、実施園が事業を行った 日の属する年度の２月末日まで  

 

 



 に、委託料を請求するものとし、請求書には 集団フッ化物洗口実施園内  

訳書（別記様式）を添付しなければならない。  

３  市長は、前項の規定に基づく適正な請求書を受理したときは、速やか

に委託料を支払うものとする。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 市 立 幼 稚 園 及

び私立保育園については令和３年 ９月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第6条第2項関係） 
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歯科医師会が作成し市へ提出してください
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